
外国人住民をめぐる
動向と施策

ニューカマーの増加と受け入れ施策

「世界人口白書2006」は、移民が増

えている要因として、経済がグローバ

ル化するなかで、移民を受け入れる側

の国に、移民を呼び寄せる需要がある

ためと報告しています。一般的に、外

国人住民が増えていくプロセスとして

は、まずは労働を求めて移動し、その

後家族を呼び寄せたり、国際結婚する

というものが典型ですが、日本もその

例にあたります。

日本の場合は、1980年代のバブル

経済の下で、いわゆる「３K（きつい、

汚い、危険）分野」の仕事を中心とした

労働者不足を補う必要に迫られるな

か、1990年に出入国管理及び難民認

定法が改正され、日系南米人を中心に

「ニューカマー」と呼ばれる、言語・文

化の異なる外国人が地域で暮らすこと

に伴って、さまざまな問題や摩擦が顕

在化し、対応が求められるようになっ

てきました。

こうした状況を受けて、国では、平

成18（2006）年３月に総務省が「地域に

おける多文化共生推進プラン」を発表

しました。これは、多文化共生を推進

する施策は、各自治体が行うべきとい

う方向を示すものでした。それを契機

として、各自治体では多文化共生推進

の「指針」や「プラン」といったものを策

定するようになりました。

多文化共生の観点

多文化共生をすすめるうえで、３つ

の重要な観点があります。①多様性が

認められているか、②誰もが社会に参

画できているか、③誰もが対等に処遇

されているか、ということで、これら

はボランティア団体などが活動してい

く際にも重要な考え方です。

というのが、良かれと思って活動し

ている場合でも、無意識のうちに、受

け入れ側である日本社会への適応のみ

を求める「同化主義」的な働きかけをし

てしまうことがあるからです。

そうではなく、相手が異なる言語・

文化をもつことを踏まえて、どう「共

に暮らす」か、を考える双方向的な視

点とコミュニケーションが求められ

ます。

外国人住民が抱える問題
とその背景
言語・文化が異なり、国籍が違う人

たちが抱えやすい問題を整理すると、

主に以下の３つが挙げられます。

その一：制度面の問題

現状では国籍が違うことで制度的
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に行動の制限を受けてしまう状況が

あります。例えば、日本に居住する

ためには在留資格が必要です。活動

内容によって付与される在留資格と、

身分・地位による在留資格に大別さ

れますが、前者の場合は、活動の範

囲が定められていますので、能力が

あってもその範囲を超えての転職は

認めらません。

一方、後者は、例えば日本人の配偶

者である場合、活動の制限はないので

すが、離婚すると原則的には在留資格

を更新できません。上記は一例ですが、

外国人の定住化にともなってさまざま

な制度上の問題がでてきています。

その二：�言語・文化面の差異による問題

言語・文化の違いによる誤解や摩擦

は、非常に難しい問題です。単に日本

語が分かれば理解しあえるわけではあ

りません。背景にある文化や習慣をお

互いに理解しようと努力することが、

共に暮らす社会をつくる際に重要とな

ります。

その三：排他意識による問題

異なるものを排除したくなってしま

う「無意識下の排他意識」は根深いもの

です。これはマジョリティ側の問題で

あり、言語・文化面のみならず外国人

住民が置かれている状況・事情への無

知・無理解が、排他意識を助長する大

きな原因となっています。

分類すると上記の３つに整理でき

ますが、実際のケースでは多くの場

合、これらの要素が複合的にかかわっ

ています。

ボランティア・市民活動
の役割と重要性
排他意識を変えていく取り組みをす

すめるうえで、受け入れ側の住民に、

外国人の置かれた状況や、言語・文化

の違いに対する理解があるかどうかは

大きく影響します。そのために、今日

では国際理解教育が盛んに行われてい

ますが、知識を学んだだけでは解決に

はなりません。実際に体験した「痛い」

とか「楽しい」という感覚が得られるよ

うに、経験を通じて理解を促していけ

るような取り組みが重要です。

こうした観点から考えると、ボラン

ティア・市民活動の役割はとても重要

といえます。

後ほど紹介されている２つの事例に

あるように、日本語教室での相談や交

流活動など、異文化接触の場面を経験

するなかから、制度上の問題や言語・

文化の問題への理解が促されていくよ

うな、教育的な意図をもって取り組む

ことが重要です。

双方向のコミュニケー
ションを通じた共生型の
社会づくり

「地球人ネットワークinこまがね」

の事例では、国が違うと習慣も考え方

も違うという理解のもとで取り組んで

いることがポイントです。そうした理

解がないと、「ゴミの分別が全然でき

ていない」「ちゃんとするように指導

しよう」という一方的なかかわり方に

なってしまいます。

しかし、それぞれ文化や習慣が異な

るもの、という観点に立てば、例えば

「ブラジルでは、どういうふうに捨て

ているの？」と尋ねる姿勢が生まれた

り、文化・習慣に大きな違いがあるこ

とが分かれば、「なかなかすぐにやり

方が分からなくても無理はない」とい

う相手の状況への理解が生まれたり、

「こういう理由でこういうルールがあ

るのだよ」という説明につながると

いった双方向のコミュニケーションが

生まれます。こうしたかかわりを経験

すると、次に何かのトラブルが起こっ

た場合でも、相手の事情を理解したう

えで対策を考えるという態度に変わり

ます。

また、例えば日系ブラジル人の方た

ちにとって、コミュニティづくりのた

めにパーティが重要な意味をもちま

す。そのことを知っていれば、日系ブ

ラジル人の方たちが自治会の集会所で

「パーティをやりたい」と言ってきたと

きに、「集会所はパーティをやるとこ

ろではない」と拒絶してしまうのでは

なく、どういう形でなら集会所を利用

してよいか、ルールを改めて考えてみ

ようという対応にもつながります。対

話を通して双方向で社会をつくってい

く、共生的な地域づくりが必要です。

孤立を防ぎ、社会参加を
すすめるための取り組み
事例でもう一つ注目したいのは、

日本語教室や交流活動が、地域のさ

まざまな人たちとのつながりをつく

る場であり、外国人のメンバーが役

割を担っていることです。これは外

国人住民の社会参加を促進すること

につながります。

「ともだちin名取」での孤立させな

い取り組みとして「声掛け」を行ってい

る事例も興味深いと思います。外国人

であることでコミュニティの周縁に置

かれ、言葉や文化が分からないために

社会参加ができずに孤立してしまいが

ちな人が多くいます。外国人の方への

「声掛け」、つまりコミュニケーション

をとることは大切なことです。

社協やボランティア団体の方など

は、支援のノウハウはおもちなので、

外国人住民の抱える問題や制度的な課

題等をある程度知ってもらうことで、

大きな力になってもらえると思ってい

ます。
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同じ「地球市民」としての共生を�
めざす

「国際交流協会 ともだちin名取」は、
平成19（2007）年４月16日に発足したボ
ランティア団体です。海外出身の移住
者及び滞在者の方々と市民の交流を通
じて、双方向で異文化を学びあい、同
じ「地球市民」として共生していくこと
を目的に活動しています。

名取市では、正規に外国人登録をし
ている方は約300名、その多くが日本
人との結婚を機に、韓国や中国から来
日した女性たちで、まだ日本語を上手
に話せない方もいます。

私たちの活動には大きく３つの柱が
あります。医療機関の受診などを日本
語通訳で支援する「共生支援」（ちょっ
こらたすけ隊）と、「日本語講座」（にほ
んごまなび隊）、互いの文化を学びあっ
て、一緒にできることを探していく「多
文化共生」（ともだちつくり隊）の活動
です。また、学校や公民館に、国際理
解教育に外国人の方が講師として活躍
できるよう働きかけるなど、社会参加
のきっかけづくりも行っています。

外国人の方を孤立させない取り組み

日本語教室をしていると、外国人の

方からさまざまな困り事、相
談事が寄せられます。身近な
地域に相談窓口がなく、県の
相談窓口では地域の詳しい状
況までは分からないため、私
たちの携帯電話を教えて、い
つでも連絡が取れるようにし
ています。

日本人と同じように外国人
の母親も育児ノイローゼにな
る場合があります。私たちは、会員の
元看護師や保健師を中心に、頻繁に訪
問するなどして孤立させないよう支援
しています。また、日本語教室以外に、

「遠足」の機会を設け、境遇の近い仲間
同士が気兼ねなく話すなどして気分転
換できる機会を提供しています。

避難所における支援

震災直後には、多くの国では、母国
から帰国命令が出たものの、自分には
介護をしている姑さんと子どもがいる
からと、日本に残ることを選んだ方が
多くいました。私たちは関係者の安否
を確認した後は、名取市社協とも連携
して５月27日まで避難所の運営支援を
行っていましたが、避難所には、外国
人の方も地域の方々と一緒に入ってい
ました。そこで、言語の違い、文化の
違いによる誤解や疎外感などが生じな
いよう、配慮しながら支援を行ってき
ました。例えば、外国人の方が「自分は
文化が異なり、言葉も通じにくいから」
迷惑だろうと考え、調理の仕事ではな
く、違う仕事を担当しようとした場合
も、その真意が伝わらずに、「自分で好
き勝手に仕事を選んでいる」と誤解され
てしまう場合などがあるのです。

仮設住宅等での支援

避難所での支援だけに留まらず、ご
主人を亡くされた方の公的手続きの手
助けや、子どもを抱えて地域で孤立し
ている母親のための支援など、外国人
の方が抱えるさまざまな困り事に対応
してきました。

現在は、市社協とも連携して、市内
８か所の仮設住宅のなかで「お茶っこ
飲み会」という場を設けています。そ
こでは、例えば、餃子づくりを中国人
の方が教えるなど、外国人の方が講師
の立場を担っています。

仮設住宅の方とは、被災後継続して
おつきあいし、積極的に声を掛けるよ
うにしています。避難所から仮設住宅
に移ると、周囲との交流が少なくなり
がちですので、心の通う支援をするこ
とが大事と考えています。

このたび、市社協で新たに仮設住宅
の生活支援相談員を雇用することとな
りましたので、私たちは今後、自宅避
難者やアパート避難者を重点的に支援
していきたいと考えています。

外国人の方々に多くの笑顔ができる
ように

地域で暮らす外国人の方たちは、「自
分たちに声を掛けにくいのだろうけれ
ども、気軽に声を掛けてみてくださ
い」ということをよくおっしゃいます。
ですので、日本の人に１回声を掛ける
ところを、外国人の方に対してはぜひ
２回は声を掛けてほしいと思っていま
す。

また、地域にある日本語講座とも接
点をもってもらえたらと思います。例
えば、お茶菓子を提供するなど、ちょっ
としたことで、その後のつながりが生
まれると思います。

今後も、日本に住む外国人の方々に、
少しでも多くの笑顔が生まれるよう、
一日一日を大切にしながら活動を続け
ていきたいと思っています。

事例 1

仮設住宅での「お茶っこ飲み会」の様子

韓国の文化（遊び）を子どもたちに紹介
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在住外国人と地域との�
交流を支援
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外国人の方が住みやすい環境を�
めざして

「地球人ネットワークinこまがね」は、
駒ヶ根市に暮らす外国籍や外国出身の
方たちと一緒に、住みやすい地域づく
りを目的に活動しています。平成18

（2006）年に駒ヶ根市社協の支援の下、
国際交流や外国人の生活支援に関心の
ある有志10名によって発足しました。

駒ヶ根市には国際交流協会などの団
体はなく、私が市社協でボランティア
コーディネーターをしていた時に、県
外から引っ越してきた方から「外国人
の方が多いようなので、支援のボラン
ティアをしたい」との相談を受けたこ
とが立ち上げのきっかけでした。

現在では、外国人を含めた52名のメ
ンバーで、日本語教室や国際交流、生
活支援といった活動を行っています。

「料理教室」からさまざまな支援活動
に発展

グループの発足当初は、まだ、地域
に住んでいる外国人の方とのかかわり
も少なく、何ができるか見えない状況
でした。

そこで、まずは自分たちにできるこ
とで楽しめることからやってみようと、
外国人の方との交流を目的とした「世界
の料理教室」の活動を始めました。

地元の新聞社にこの活動の様子を紹
介してもらったところ、近隣の市で日
本語教師をしていた方が記事をみて協
力を申し出てくれました。そこで、日
本語教室開設に向けて、活動の担い手
を育成するための「日本語ボランティ

ア養成講座」を開講し、講座の
修了生たちとともに日本語教室
を立ち上げました。

こうした活動を通じて、徐々
にボランティア同士や地元に住
んでいる外国の人とのつながり
が生まれ、さまざまな交流や生
活支援へと活動の幅を広げてき
た経緯があります。

地域交流の場としての日本語教室の
実施

日本語教室は当初、ボランティアが集
まりやすい平日の午後に開催していたの
ですが、学習者は働いている方が多いた
め、土曜日や夜間の講座を追加して、現
在では毎週３回実施しています。

日本語教室は、単に日本語の指導を
行うだけではなく、外国人の方と地域
の方とのつながりをつくる場と考えて
います。

交流活動を通して直接知り合うと、
日本人も外国人も、互いの誤解や偏見
が減って、他の外国人にも親しみがも
てるようになります。そこで、他のボ
ランティアグループや、地域で趣味や
特技をもって活動をされている方な
ど、さまざまな人を巻き込みながら活
動しています。

また、日本語教室に通ってくる皆
さんからも、外国の料理やダンスを習
うなど、得意なことを発揮してもらう
機会をつくるようにしています。外国
人のメンバーはこうした役割を喜んで
担ってくれます。交流部長などのグルー
プの役職やイベントの係も、とても責
任感をもって取り組んでくれています。

外国人の方からの相談事・困り事へ
の対応

駒ヶ根市に暮らす外国の方は、中国
やブラジル、フィリピン出身で地域の
工場で働いている方や国際結婚をして
いる方が多く、そうした方々の多くは
日本に長く住みたいと思っています。

外国人の方からの相談事では、例え
ば、就職のための履歴書の書き方、医
療機関への受診などの手助け、行政の

相談窓口への付き添いといった内容が
多いです。家庭やプライベートの問題
も多く、私たちでは対応しきれないこ
とは市社協や市行政の相談窓口につな
げています。相談の例としては、失業
時の生活費の問題、子どもの就学・進
学の問題、離婚やDVの問題、生活保
護の相談などがあります。

また、多くの地区でゴミの捨て方が
問題となっています。外国人の方はゴ
ミの分別や捨て方、どうしてそうする
必要があるのかが理解できない場合が
多いため、そうした情報提供も私たち
の大切な活動となっています。

ゴミの捨て方を一方的に伝えるだけ
ではなく、気軽なお茶飲み交流会を通
して「皆さんの国では、どんなふうに
捨てているの？」と、各国の事情を聞
きながら、駒ヶ根でのゴミの捨て方を
説明しています。こうした場には、行
政の担当者にも参加してもらい、互い
の理解を深めています。

駒ヶ根市は昨年度「多文化共生のま
ちづくり推進プラン」を策定しました。

「地球人ネットワークinこまがね」で
は、行政とも連携・協働して、今後も、
国籍や出身に関係なく、さまざまな人
が互いの文化を理解しあい、助けあっ
て暮らせる地域づくりをめざして活動
していきます。

事例

タイダンスの披露（ふれあい広場のイベント
にて）

ブラジル料理教室での交流の様子
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